
生駒市上水道施設整備協力金取扱要領  

 

（目的）  

第１条 この要領は、生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱（昭和６２年１１

月生駒市告示第１４４号）第１５条第２項の規定に基づき上水道施設整備協力

金（以下「協力金」という。）の取扱について必要な事項を定めることを目的と

する。  

（適用範囲）  

第２条 この要領は、上水道の供給を受ける開発事業者で０．０５ヘクタール以

上の開発行為並びに集合住宅等の建築行為で計画給水日量が２６立方メートル

を超える場合に適用する。  

（計画給水日量の算定）  

第３条 計画給水日量の算定は、別表に定める計画給水日量の算定基準によるも

のとする。  

（協力金）  

第４条 第２条の規定に該当する者は、協力金として計画給水日量が２６立方メ

ートルを超える水量１立方メートルにつき１４２，５００円を乗じて得た額を

管理者の指定する期日までに納付するものとする。  

２ 前項の協力金について、管理者が公共公益上等総合的に判断し、特に必要と

認める場合は、その一部又は全部の納付を求めないことがある。  

 （その他）  

第５条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が決定する。  

 

附 則  

１ この要領は、昭和６３年１月１日から施行する。  

２ 生駒市上水道施設負担金取扱要領（昭和５０年１０月生駒市水道事業告示第

３号。以下「旧要領」という。）は、廃止する。  

３ この要領の施行の日前において、旧要領の規定により協議中のものについて

は、なお従前の例による。  

附 則  

この要領は、平成２０年４月 1 日から施行する。



別表（第３条関係）  

計 画 給 水 日 量 の 算 定 基 準 

用途別  基準給水日量  計画給水日量  備考  

(1) 一戸建住宅 ０．５ｍ 3／人  戸数×３．５人×０．５ｍ 3 一戸当たり３．５人で算定する  １
． 

一

般

住

宅 

(2) 集合住宅  ０．５ｍ 3／人  戸数×住戸占有面積別人数×０．５ｍ 3

一戸当たりの住戸占有面積  

６０㎡以上       ３．５人  

４１㎡～５９㎡まで   ２．５人  

２１㎡～４０㎡まで   １．５人  

２０㎡以下       １．０人  

２ .事務所又は店舗等 ０．０５ｍ 3／㎡  延床面積×０．０５ｍ 3
延床面積は、水を使用する部分のみの床面

積とする  

３ .混合建築物  上記１ .２の用途別基準給水日量  
上記１ .２の用途別計画給水日量の合計

水量  

４ .改築の場合の特例
上記１ .２ .３の用途別基準給水日

量  

上記１ .２ .３の用途別計画給水日量の

合計水量と既存給水日量（上記１ .２ .

３により算定）との差水量  

一般住宅以外の延床面積は、水を使用する

部分のみの床面積とする  

５ .その他  管理者が決定する   
 




